
確定申告は不要だが、市民税・県民税申告が必要な場合

★フローチャート
①公的年金等の収入金額（2か所以上ある場合は、その合計金額）が400万円以下

②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

確定申告が不要

公的年金等から所得税が源泉徴収されている

所得税の税額を計算すると

還付になる 納税になる

③公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が0円である

税務署へ確定申告

医療費控除、生命保険料控

除、扶養控除等を追加する

申告の必要なし新庄市への市民税・県民税の

申告が必要
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